
（平成２５年７月１８日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認近畿地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 23 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 20 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 21 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 12 件



近畿（京都）国民年金 事案 6532 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年 10 月から 48年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 10月から 48年３月まで 

私が 20歳になった頃に、母の国民年金保険料を集金に来ていた集金人に

勧められて国民年金に加入した。 

国民年金保険料については、その当時、家業を手伝っており、集金人が

来たときに、事業所に居合わせた母か私かのどちらかが、事業所の売上金の

中から母と私の二人分の保険料を納付していた。申立期間の保険料も集金人

に納付したと思うが、40 年も前のことであり記憶は明確でなく、集金人に

納付したのでなければ納付書で納付したかもしれない。 

申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する国民年金手帳の発行日が昭和 48年 10月 24日と記載され

ていることから、申立人の国民年金への加入手続は、同年 10 月頃に行われた

ものと推認され、この場合、申立期間の国民年金保険料は過年度納付が可能で

ある。 

また、オンライン記録によると、申立人については、申立期間以外に未納が

無く、申立期間当時、国民年金保険料を一緒に納付していたとされる申立人の

母についても、申立期間を含む前後の期間について納付済みであり、申立人及

びその母の納付意識の高さを考えると、６か月と短期間である申立期間の保険

料を納付していたものと考えても不自然ではない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



近畿（兵庫）国民年金 事案 6533 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成５年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年１月から同年３月まで 

私は、20 歳になったとき、母に勧められてＡ県Ｂ市Ｃ区役所で国民年金

の加入手続を行った。 

加入手続の際に、平成５年４月から就職が内定していることを担当者に伝

えると、納付が必要な申立期間の国民年金保険料として３万円前後の金額を

示されたことを覚えている。 

母は、申立期間の国民年金保険料について、時期は定かではないが送付の

あった納付書を使用して、勤務先近くの銀行において、私の保険料を納付し

たはずであると言っているので、申立期間が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金被保険者台帳管理簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

Ｂ市Ｃ区において平成５年４月９日に払い出されている上、オンライン記録

及び申立人の手帳記号番号前後の被保険者に係る同市の国民年金保険料収滞

納一覧表から、申立人は同年３月頃に国民年金の加入手続を行ったものと推

認でき、申立人の陳述と符合する。 

また、申立人の母親は、「自宅に送付のあった納付書を使用して、勤務先

近くの銀行において、申立人の国民年金保険料を納付した。」旨陳述してい

るところ、申立人のオンライン記録を見ると、平成５年７月７日に社会保険

事務所(当時)において、申立期間の保険料の納付が可能な過年度納付書が作

成されていることが確認できることを踏まえると、当該納付書を使用して、

申立人の母親が申立期間の保険料を過年度納付したものとみても不自然では

ない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。



近畿（大阪）国民年金 事案 6534 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生   

住    所 ：   

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年１月から同年３月まで 

私は、申立期間当時、Ａ県Ｂ市Ｃ区において事業所を開業しており、自宅

に送付のあった納付書を用いて、Ｄ銀行（現在は、Ｅ銀行）Ｆ支店の窓口で

国民年金保険料を納付していた。 

これまでに国民年金保険料及び国民健康保険料の納付が遅れたこともあ

ったが、その都度、自宅に送付のあった納付書で納付していたので、申立期

間の保険料も未納のままにしておくことはないと思う。 

申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

Ｇ県Ｈ町において昭和 45年 11月 21日に払い出されており、オンライン記録

によると、申立人は、平成 15 年６月までの約 33 年間、申立期間を除き国民

年金保険料を納付している。 

また、申立人に係る特殊台帳を見ると、申立期間の年度となる昭和 53年度

の欄に「54 催」の押印が確認でき、申立人に対して、申立期間の過年度納付

書が発行されていたことが推認できる。 

さらに、申立人は、「国民年金保険料及び国民健康保険料の納付が遅れた

こともあったが、その都度、自宅に送付のあった納付書で納付していた。」

旨陳述しているところ、オンライン記録を見ると、申立期間後において、３

度、いずれも申立期間と同じ年度末の時期の国民年金保険料を、翌年度の７

月までに過年度納付していることが確認でき、申立人は早期に保険料の未納

を解消しようと努力していたことがうかがえる上、当該期間は３か月と短期

間である。 

これらの状況を踏まえると、申立人は申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたものとみても不自然ではない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



近畿（滋賀）厚生年金 事案 14119 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格喪失日に係る

記録を昭和 41 年８月 23 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 6,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

 住    所 ：   

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 41年７月 21日から同年８月 23日まで 

年金事務所から送付された「第三者委員会によるあっせん事案における同

僚へのお知らせ文書」により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の被保

険者記録が無いことが分かった。異動はあったが、申立期間も退職すること

なく継続して同社に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社の回答及び複数の同僚の陳述から判断すると、申

立人は、申立期間も継続して同社に勤務し（Ａ社本社から同社Ｂ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

なお、異動日については、Ａ社Ｂ工場が厚生年金保険の適用事業所になった

のは昭和 41年８月 23日であることを踏まえると、同日までは同社本社におい

て被保険者資格を継続すべきであったと考えられることから、申立人の同社本

社における資格喪失日を同日とするのが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和

41 年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 6,000 円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否



かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14120 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、昭和 20

年８月 16 日であると認められることから、申立人に係る厚生年金保険被保険

者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については 50円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和３年生 

 住        所 ：  

   

   

   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年５月 31日から同年９月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、Ａ事業所におけ

る資格喪失日は昭和 20年５月 31日で、同事業所は、同年８月 30日に同年

５月 31 日付け認定喪失の手続を行った記録が確認できるとの回答を受けた。

しかし、同事業所は同年８月 31 日まで操業しており、私は当該期間も引き

続き勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元同僚の陳述により、申立人が昭和 20 年８月 15 日までＡ事業所に継続し

て勤務していたことが推認できる。 

一方、Ａ事業所に係る事業所記号簿及び健康保険労働者年金保険被保険者

名簿には、｢20.5.31 認定廃止（20.8.30）｣と記されていることから、同事業

所は昭和 20年５月 31日付けで、厚生年金保険の適用事業所でなくなったとす

る処理が行われたことがうかがえるところ、年金事務所は申立人に対し、「Ａ

事業所は、昭和 20年５月 31日付けとして、同年８月 30日に認定喪失の手続

を行った。」旨文書で回答している。 

しかし、前述の元同僚が、「Ａ事業所は終戦と同時に解散した。」旨陳述

しているところ、前述の被保険者名簿を見ると、申立人及び当該同僚を含む

25 人の被保険者について、資格喪失日が空欄となっている上、そのうち３人

については、厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の資格喪失日欄には昭和

20年８月 30日と記録されていることから、社会保険事務所（当時）における



年金記録管理が適切ではなかったことがうかがえる。 

また、前述の元同僚の陳述により、申立人は少なくとも終戦日である昭和

20年８月 15日まではＡ事業所に勤務し、同事業所は同日時点において、厚生

年金保険の適用事業所としての事業実態があったと考えられることから、社会

保険事務所が、同年８月 30日に同年５月 31日まで遡って、同事業所を適用事

業所ではなかったとする手続を行い、当該手続に伴って、申立人の被保険者資

格を同日に遡及して喪失させる処理を行う合理的な理由は見当たらず、当該処

理は有効なものとは認められない。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人のＡ事業所における厚生年金

保険被保険者の資格喪失日は、同事業所が解散したと考えられる終戦日の翌日

の昭和 20年８月 16日とするのが妥当である。 

また、昭和 20年５月から同年７月までの標準報酬月額については、申立人

のＡ事業所に係る前述の被保険者名簿の記録から、50 円とすることが妥当で

ある。 

一方、申立期間のうち、昭和 20 年８月 16 日から同年９月１日までの期間

について、申立人は、「Ａ事業所には、昭和 20年８月 31日まで勤務した。」

と申し立てているが、前述のとおり、元同僚が「Ａ事業所は終戦と同時に解散

した。」と陳述しており、このほかに、申立人の当該期間に係る勤務実態及び

厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料は無く、これらをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（奈良）厚生年金 事案 14121 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間に係る標準賞与額の記録を 18万 2,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

    

    

 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年 12月           

年金記録に係る事実確認の通知が年金事務所から届き、申立期間の賞与

に係る記録が無いことが分かった。申立期間に支給された賞与から厚生年

金保険料が控除されていたので、賞与の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ金融機関から提出された申立人名義の預金口座取引記録、複数の元同僚か

ら提出されたＢ社発行の賞与支給明細書を検証した結果及び当該元同僚の陳

述から判断すると、申立人は、平成 16 年 12 月 10 日に賞与の支払を受け、そ

の主張する標準賞与額（18 万 2,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は資料が現存せず不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が、申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14122 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15

年 12月 29日は 15万円、16年 12月 29日は 17万円、19年 12月 29日は 24万

円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年 12月 

           ② 平成 16年 12月 

           ③ 平成 19年 12月 

年金事務所から同僚の賞与支払に関する記録を訂正することとなった旨

のお知らせ文書が届いたことにより、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

の賞与に係る記録が無いことが分かった。申立期間に支給された賞与から厚

生年金保険料が控除されていたので、賞与の記録を訂正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与支払明細書から、申立人は、申立期間①、②及び

③において賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、当該賞与の支給日について、Ａ社の会計責任者は、「毎年、冬の賞与

は年内最終営業日である 12 月 29 日に手渡しで支給している。最終営業日は、

土曜日でも営業している。」旨回答していることから、申立期間①、②及び③

の賞与支給日をいずれも当該年の 12月 29日とすることが妥当である。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上述の賞与支払明細書に記

されている賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 15 年 12 月 29 日は 15

万円、16 年 12 月 29 日は 17 万円、19 年 12 月 29 日は 24 万円に訂正すること

が妥当である。 



なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を社

会保険事務所（当時）に提出していないことを認めていることから、社会保険

事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14123 

 

第１ 委員会の結論  

申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額（38 万円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立期間①の標準報酬月額に係る記録を 38 万円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主が申立期間①に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②について、その主張する標準報酬月額（38 万

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立期間②の標準報酬月額に係る記録を 38 万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立期間②に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

 基礎年金番号  ：  

 生 年 月 日  ：  昭和 24年生 

 住    所  ：   

   

   

   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 平成８年１月１日から同年 10月１日まで 

           ② 平成９年 10月１日から 13年９月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に確認したところ、Ａ社に勤務し

た期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に支給されていた額より

も低額になっていることが分かった。 

給与支払明細書（写し）を提出するので、申立期間の標準報酬月額を訂

正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人から提出された給与支払明細書から、申立

人は、その主張する標準報酬月額（38 万円）に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 



なお、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、元事業主は、「給与支払明細書の記載どおりの厚生年金

保険料を控除し、社会保険事務所（当時）に納付したはずである。」旨陳述

しているものの、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が、申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。  

また、申立期間②のうち、平成９年 10 月から同年 12 月までの期間、10 年

11 月から 12 年 10 月までの期間、同年 12 月及び 13 年２月から同年６月まで

の期間に係る標準報酬月額については、申立人から提出された給与支払明細

書から、申立人は、その主張する標準報酬月額（38 万円）に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

さらに、申立期間②のうち、給与支払明細書の無い平成 10年１月から同年

10 月までの期間、12 年 11 月、13 年１月、同年７月及び同年８月に係る標準

報酬月額については、申立人から提出された源泉徴収票及び当該期間の前後

の期間に係る給与支払明細書から推認できる厚生年金保険料の控除額並びに

申立人に係る雇用保険の基本手当の受給記録から判断すると、38 万円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、元事業主は、「給与支払明細書の記載どおりの厚生年金

保険料を控除し、社会保険事務所に納付したはずである。」旨陳述している

ものの、当該期間に係るオンライン記録の標準報酬月額が、給与支払明細書

及び源泉徴収票で確認できる報酬月額及び保険料控除額に見合う標準報酬月

額と長期にわたり一致していないことから、事業主は、給与支払明細書等で

確認できる報酬月額及び保険料控除額に見合う標準報酬月額を届け出ておら

ず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14124 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、昭和 54年 10

月 16 日であると認められることから、申立期間の資格喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54年６月及び同年７月を

16万円、同年８月及び同年９月を 19万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年６月 30日から同年 10月 16日まで 

年金事務所からの照会文書により、Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間

に係る厚生年金保険の加入記録が無いこと、及び当該期間が同様に空白期間

だった同僚が、当該期間を厚生年金保険被保険者期間として訂正されている

ことが分かった。 

申立期間は、Ａ社が倒産して、同社の事業と従業員をＢ社が引き継いだ時

期に当たるが、当該期間もＡ社のＣ支店で継続して勤務していたことから、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び複数の元同僚の陳述から、申立人が申立期間にＡ社

に継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人の被

保険者の資格喪失日については、当初、昭和 54 年 10 月 23 日と記録されてい

たものが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日の翌日に当たる同

年 11月 27日の受付により（処理日は不明）、二重線で抹消の上、同年６月 30

日に遡って訂正され、同年８月１日付け随時改定の記録についても取り消され

ていることが確認できる。 

さらに、前述の被保険者名簿を見ると、申立人のほか、102人の同僚に係る

被保険者の資格喪失日についても、申立人と同様、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった日の後に、昭和 54年 10月 23日から同年６月 30日に訂正



されている上、いずれの者も、同年８月１日付け随時改定又は同年 10 月１日

付け定時決定の記録が取り消されている。 

加えて、前述の 102人のうちの１人から提出された申立期間に係る給与支給

明細書（昭和 54 年７月分から同年 10 月分まで）を見ると、各月の給与から、

前述の被保険者名簿において訂正処理前の標準報酬月額に見合う厚生年金保

険料が控除されていることから、申立期間当時、Ａ社では、従業員の給与から、

当初の記録どおりの標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を控除していたと

考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 54年６月 30日に厚生

年金保険被保険者の資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由はなく、当該

喪失処理に係る記録は有効なものとは認められない上、Ａ社における雇用保険

の離職日が同年 10月 15日と記録されていることから、申立人の厚生年金保険

被保険者の資格喪失日は、当該離職日の翌日である同年 10月 16日とすること

が妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54年６月及び同年７月は、

同年５月に係る前述の被保険者名簿の記録から 16 万円、同年８月及び同年９

月は、当該名簿において取消処理されている同年８月１日付け随時改定の記録

から 19万円とすることが妥当である。 



近畿（京都）厚生年金 事案 14125 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本店における資格喪失日に係る記

録を昭和 28年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 7,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 28年５月１日から同年６月１日まで 

年金事務所からの照会文書により、申立期間に係る厚生年金保険の加入

記録が無いことが分かった。 

昭和 28年１月５日にＡ社本店で採用された後、同社Ｂ支店の開設に伴っ

て同支店に転勤し、29 年１月＊日に結婚のため退職するまでＣ職として勤

務した。 

正確な転勤の時期は分からないが、申立期間も継続してＡ社に勤務して

いたので、当該期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の清算法人から提出された同社に係る人事記録、元同僚から提出され

た辞令の記録及び元同僚の陳述から判断すると、申立人が同社に継続して勤

務し（昭和 28 年４月 23 日にＡ社本店から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

一方、年金事務所の記録によると、Ａ社Ｂ支店が厚生年金保険の適用事業

所となったのは昭和 28年６月１日であり、申立期間は厚生年金保険の適用事

業所ではないが、元同僚の一人が「申立期間当時、Ａ社Ｂ支店ではＣ職にお

いて残業時間及び出退勤管理を行い、データを取りまとめて同社本店に送付

していたと思う。」と陳述していることから判断すると、同社Ｂ支店が適用



事業所となるまでの間の厚生年金保険料の控除は、同社本店において行われ

ていたと考えるのが相当である。 

また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社本

店における昭和 28 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、7,000 円と

することが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、平成 11年にＡ社（当時は、Ｄ社）が経営破綻し

ている上、同社の清算法人は不明としており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 



近畿（奈良）厚生年金 事案 14126 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録

を昭和 43年 11月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を４万 5,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＢ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 47年 10月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を９万 2,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43年７月１日から同年 11月１日まで 

           ② 昭和 47年９月 30日から同年 10月１日まで 

夫は昭和 36年２月にＡ社に入社し、平成８年 12月４日まで継続して勤

務していたのに、年金事務所の記録によると、途中の申立期間①及び②に

係る厚生年金保険の加入記録が無く、納得できない。 

調査の上、申立期間①及び②を夫の厚生年金保険被保険者期間として認

めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険の加入記録並びにＢ社の事業主及び複数の同

僚の陳述から判断すると、申立人がＡ社及びその関連会社であるＢ社に継続し

て勤務し（昭和 43年７月１日にＡ社からＢ社に異動）、当該期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、年金事務所の記録によると、Ｂ社は昭和 43年 11月１日に厚生年金保



険の適用事業所となっており、申立期間①には適用事業所ではないが、同社の

元事業主が、「Ａ社及びＢ社は関連会社であり、従業員はその所属先に関係な

く、当該２事業所がそれぞれ経営する事業所に勤務していた。また、当該２事

業所の給与計算はいずれも私の自宅で行っていた。」旨陳述していること、並

びにＡ社及びＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の双方に厚生年

金保険の加入記録が有る同僚の一人が、「所属が変更したという意識は全くな

く、書類上の異動だと思う。所属に関係なく状況に応じて勤務場所が変わった

が、仕事内容及び勤務形態に変更はなかった。給与はＡ社の事業主（Ｂ社の元

事業主の夫）から渡されていた。」旨陳述していることから判断すると、Ｂ社

が適用事業所となるまでの間の厚生年金保険料の控除は、Ａ社において行われ

ていたと考えるのが相当である。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和 43

年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 5,000円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人の申立期間①に係る保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、Ａ社及びＢ社はいずれも既に厚生年金保険の適用事業所で

はなく、当該２事業所の実質的経営者だったとされるＡ社の事業主は死亡して

いる上、Ｂ社の元事業主も「資料が何も残っておらず、不明である。」旨陳述

しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 

申立期間②について、雇用保険の加入記録並びにＢ社の元事業主及び複数の

同僚の陳述から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 47 年 10

月１日にＢ社からＡ社に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＢ社における昭和

47 年８月の社会保険事務所の記録から、９万 2,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人の申立期間②に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ

いて、前述のＢ社の元事業主は、不明と陳述しているものの、事業主が資格喪

失日を昭和 47年 10月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれ

を同年９月 30 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



近畿（大阪）厚生年金 事案 14127 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格喪失日に係る

記録を昭和 31年７月 20日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 7,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31年５月 30日から同年７月 20日まで 

年金事務所からの照会文書により、申立期間に係る厚生年金保険の加入記

録が無いことが分かった。 

申立期間当時の昭和 31 年５月に会社の合併等があり、勤務場所がＣ県Ｄ

市Ｅ区から同市Ｆ区内の建物に移ったが、36 年に退職するまで空白無くＧ

社Ｈ支社（適用事業所名はＡ社Ｂ支社）に勤務した。 

当時の給与明細などの資料は残っていないが、申立期間も厚生年金保険料

を控除されていたはずなので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｉ社（当時は、Ｊ社）の回答並びにＡ社Ｂ支社における元上司及び複数の元

同僚の陳述から、申立人が申立期間もＡ社Ｂ支社に継続して勤務していたこと

が認められる。 

また、Ｉ社が、「申立期間も途切れることなく、申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたと考えられる。」旨陳述しており、前述の元上司も、

「申立期間当時、給与及び社会保険事務は支社ごとに行っていたので、申立人

はＡ社Ｂ支社から継続して当該期間に係る給与を支払われ、給与から保険料を

控除されていたと思われる。」旨陳述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支社における昭

和 31 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、7,000 円とすることが妥

当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 



近畿（奈良）厚生年金 事案 14128 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所（現在は、Ｂ事業所）におけ

る資格喪失日に係る記録を平成８年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 59万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年３月 31日から同年４月１日まで 

ねんきん定期便により、Ａ事業所に勤務した期間のうち、申立期間の加入

記録が無いことが分かった。 

私は、人事により、平成８年１月から同年３月末までの３か月間、Ａ事業

所に在籍し、同年４月１日付けで、他事業所に異動した。 

Ａ事業所発行の給与支給控除一覧表を見ると、上記期間に係る給与から３

か月分の厚生年金保険料が控除されているので、申立期間について、厚生年

金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ事業所の回答、申立人提出の給与支給控除一覧表、平成８年分給与所得の

源泉徴収票、Ｃ事業所発行のＤ資料及び同事業所が保管する申立人に係る人事

記録から、申立人が申立期間もＡ事業所に継続して勤務し、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の給与支給控除一覧表にお

いて確認できる保険料控除額及び報酬月額から、59 万円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ事

業所が申立人の資格喪失日を誤って平成８年３月 31 日として届け出たと思わ

れると回答していることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年

３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告

知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



近畿（奈良）厚生年金 事案 14129 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支所における資格喪失日に係

る記録を昭和 25年 11月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 6,000円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和 25年９月 30日から同年 11月１日まで 

② 昭和 32年３月 18日から同年５月１日まで 

申立期間①は、Ａ社Ｃ事業所（厚生年金保険の適用事業所名は、Ａ社Ｂ支

所）でＤ業務に従事していた。 

しかし、厚生年金保険の加入記録を見ると、昭和 24年２月から 26年３月

までは、ずっとＡ社で仕事していたと思っていたのに、申立期間①に係る厚

生年金保険の加入記録が無く、また、今回申立てはしないが、昭和 25年 11

月からはＥ社の被保険者となっている。 

申立期間②は、Ｆ市のＧ社の工場内でＨ職として勤務し、Ｉ社（現在は、

Ｊ社）から給与をもらっていたはずなのに、当該期間に係る厚生年金保険の

加入記録が無い。 

なお、昭和 30 年９月１日にＫ社（現在は、Ｌ社）に入社した後、始めの

２年間ぐらいは同事業所名義の給料だったものが、勤務場所及び業務内容に

変化がないまま、いつの頃からかＩ社としてもらうようになった。 

いずれにしても、申立期間①及び②とも、その前後を通じて継続して勤務

していたので、当該期間について、厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社Ｂ支所及びＥ社の複数の同僚の陳述、Ｍ資料



及びＮ資料の記載内容から判断すると、申立人が当該期間においてＡ社Ｂ

支所に継続して勤務していたと推認できる。 

また、Ａ社Ｂ支所及びＥ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立期間①と同じ期間が空白期間となっている同僚の一人から提出さ

れた給与明細書を見ると、当該空白期間の給与から従前と同額の厚生年金保

険料が控除されていることが確認できる。 

さらに、前述のＭ資料及びＮ資料において、Ａ社の事業所は昭和 25 年９

月末をもって組織変更する旨記載されているが、前述の給与明細書を見ると、

同年 10 月分給与までは従前と同じ様式の明細書が使用されていることから、

申立期間①もＡ社Ｂ支所においてそれまでと同様の給与支給事務が行われ

ていたことがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支所におけ

る昭和 25 年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、6,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ａ社Ｂ支所は既に解散しており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者の資格喪失日に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

２ 申立期間②について、Ｌ社が保管する人事記録には、申立人が昭和 32年

３月３日に退職した旨記載されていることから、同社は「申立人は申立期間

②において既に退職しており、Ｋ社には勤務していない。」と陳述している。 

また、Ｋ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間②

に被保険者記録が有る者のうち、回答のあった複数の同僚は、全員が申立人

を記憶しておらず、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料

の控除について確認することができない。 

一方、Ｉ社については、同事業所が厚生年金保険の適用事業所となった昭

和 32 年５月１日に、申立人と同様に被保険者資格を取得している同僚の一

人が、「申立人は私が就職した時には既にＩ社に勤務していた。」旨陳述して

いることから、申立人は、時期は不明であるものの、同事業所が適用事業所

となった日以前から同事業所に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、前述のとおり、Ｉ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭



和 32年５月１日であり、申立期間②は適用事業所ではない上、Ｊ社は、「申

立期間②当時の人事記録及び賃金台帳は保存しておらず、申立人の当該期間

における勤務実態及び厚生年金保険料の控除については不明である。」旨回

答している。 

また、前述のＩ社が厚生年金保険の適用事業所となった日に被保険者資格

を取得している者のうち、回答のあった複数の同僚は、いずれも申立人の入

社時期及び保険料控除の状況は不明である旨陳述している。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



近畿（奈良）厚生年金 事案 14130 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、平成 16 年３月 29

日は 17万 1,000円、19年３月 29日は 18万 7,000円に訂正することが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年３月 29日 

          ② 平成 19年３月 29日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に支払われた賞与について、標準

賞与額の記録が無い。当該賞与から厚生年金保険料を控除されていたので

標準賞与額の記録を認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②の標準賞与額について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の賞与

額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準賞与額については、申立人から

提出された賞与明細書から確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与額から、

平成 16年３月 29日は 17万 1,000円、19 年３月 29日は 18万 7,000円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としているが、オンライン記録を見ると、当該期間について、Ａ

社から提出された同僚対象者リスト(賞与が支払われた従業員リスト)に記載

されている従業員全員の賞与の記録が確認できないことから、事業主は、当

該期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、その

結果、社会保険事務所は、申立人の当該期間に係る上記訂正後の標準賞与額

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14131 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②に係る標準報酬月額については、28 万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

 基礎年金番号  ：   

 生 年 月 日  ：  昭和 19年生 

 住    所  ：   

   

   

   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 56年 10月１日から 57年１月１日まで 

           ② 昭和 57年５月１日から同年 10月１日まで 

私がＡ社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②の標準報酬月額

が、所持している給料支払明細書の支給額と相違しているので、調査の上、

記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②の標準報酬月額の相違について申し立ててい

るが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額

及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であること

から、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①及び②の標準報酬月額については、申立人から提

出された給料支払明細書で確認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額か

ら、28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が見当

たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が上記訂正後の標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当

たらないことから、行ったとは認められない。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14132 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格喪失日に

係る記録を昭和 55 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月１日から同年 11月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間に異動はあったが、同社に継続して勤務し、給与から厚生年金保

険料を控除されていたので、当該期間を厚生年金保険被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された人事記録、同社の回答、Ｃ企業年金基金の加入記録及

び元同僚の申立期間に係る給与明細書などから判断すると、申立人は同社に

継続して勤務し（昭和 55 年 11 月１日にＡ社Ｂ事業所から同社Ｄ事業所に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所におけ

る昭和 55年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、20万円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書におい

て、申立人の同社Ｂ事業所における資格喪失日は昭和 55 年 10 月１日と記載

されており、事業主は、申立人の資格喪失日を誤って届け出たとしているこ

とから、社会保険事務所は、申立人に係る同年 10月の保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後

に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



近畿（滋賀）厚生年金 事案 14133 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格喪失日に係

る記録を昭和 55 年 11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 28 万円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月１日から同年 11月１日まで 

夫がＡ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が

無い。夫は申立期間に異動はあったが、同社に継続して勤務し、給与から

厚生年金保険料を控除されていたので、当該期間を厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された人事記録、同社の回答、Ｃ企業年金基金の加入記録及

び元同僚の申立期間に係る給与明細書などから判断すると、申立人は同社に

継続して勤務し（昭和 55 年 11 月１日にＡ社Ｂ事業所から同社Ｄ事業所に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る昭和 55 年 10 月

の厚生年金基金の記録から、28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書におい

て、申立人の同社Ｂ事業所における資格喪失日は昭和 55 年 10 月１日と記載

されており、事業主は、申立人の資格喪失日を誤って届け出たとしているこ



とから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年 10月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。



近畿（奈良）厚生年金 事案 14134 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 37年８月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

 住    所 ：  

   

   

   

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年８月 21日から同年 10月１日まで 

年金事務所から、申立期間当時の同僚の年金記録が訂正された旨の案内が

有ったので、自身の記録を確認したところ、私も、申立期間が厚生年金保険

に未加入となっていることが分かった。当該期間も継続して勤務していたの

で、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元事業主から提出のあった昭和37年８月21日付け社員人事名簿及び

複数の同僚の陳述から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和

37年８月＊日に合併によりＡ社となる前のＢ社からＡ社に転籍）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 37

年 10 月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万円とすることが妥当であ

る。 

一方、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は、昭和 37年 10月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所となる前の期間で

あるものの、商業登記簿によると、同社は同年６月＊日に設立されている上、

上記の社員人事名簿において、18 人の従業員の名前が確認できることから、

申立期間において、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たし



ていたものと判断される。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届

出を行っていなかったと認められることから、申立人の申立期間に係る保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14135 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 37年８月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

    

    

    

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年８月 21日から同年 10月１日まで 

年金事務所から、申立期間当時の同僚の年金記録が訂正された旨の案内が

有ったので、自身の記録を確認したところ、私も、申立期間が厚生年金保険

に未加入となっていることが分かった。当該期間も継続して勤務していたの

で、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元事業主から提出のあった昭和37年８月21日付け社員人事名簿及び

複数の同僚の陳述から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和

37年８月＊日に合併によりＡ社となる前のＢ社からＡ社に転籍）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 37

年 10月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 6,000円とすることが妥

当である。 

一方、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は、昭和 37年 10月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所となる前の期間で

あるものの、商業登記簿によると、同社は同年６月＊日に設立されている上、

上記の社員人事名簿において、18 人の従業員の名前が確認できることから、

申立期間において、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たし



ていたものと判断される。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届

出を行っていなかったと認められることから、申立人の申立期間に係る保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14136 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 18年 11月か

ら 19年４月までは 14万 2,000円、同年５月から 20年６月までは 15万円に訂

正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 61年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成 18年 11月１日から 20年７月１日まで 

年金事務所に年金の記録照会を行ったところ、Ａ社に勤務した期間の標準

報酬月額は、実際に受け取っていた給与支給額と大幅に相違していることが

判明した。申立期間当時の給与明細書を提出するので、正しい標準報酬月額

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、Ａ社から提

出された給料台帳において確認できる報酬月額から、平成 18 年 11 月から 19

年４月までは 14万 2,000円、同年５月から 20年６月までは 15万円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は申立てどおりの標準報酬月額を届け出たとしているものの、上記の給料台

帳により確認できる報酬月額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準



報酬月額が長期にわたり一致していないことから、事業主は、当該給料台帳で

確認できる報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、その結果、

社会保険事務所は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



近畿（京都）厚生年金 事案 14137 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 14 年４月か

ら同年７月までは 30万円、同年８月は 24万円、同年９月は 30万円、同年 10

月及び同年 11月は 28万円、同年 12月から 15年２月までは 30万円、同年３

月は 24 万円、同年４月から 16 年７月までは 30 万円、同年８月は 28 万円、

同年９月から 17年 12月までは 30万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年４月１日から 18年１月１日まで 

年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務していた期間の標準報酬月額が、

実際の給与支給額の半分程度に記録されている。 

申立期間の給与の振込額が確認できる預金通帳の写しを提出するので、申

立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬

月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

一方、申立人は申立期間の給与明細書を所持しておらず、Ａ社は平成 18年

より前の賃金台帳等の資料は紛失していると回答している。 

しかしながら、Ｂ市から提出された申立人に係る平成 15年分、16年分及び

17 年分の「給与支払報告書」により確認できる社会保険料控除額は、申立期

間より前の 13年５月から 14年３月までの標準報酬月額 30万円を基に計算し



た保険料控除額及びオンライン記録で確認できる申立期間の標準賞与額を基

に計算した保険料控除額の合計額と符合する。 

また、申立人に係る平成 14年分の課税資料等は確認できないものの、申立

人と同様に、同年４月から標準報酬月額が減額訂正されている複数の同僚の

給与明細書によると、いずれも同年４月以後も減額される前の標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料が給与から控除されていることが確認できる。 

さらに、申立期間の報酬月額は、申立人が給与の振込先として利用してい

た銀行の預金通帳（写し）によると、申立期間の給与振込額が、オンライン

記録の標準報酬月額である 16万円以上であることが確認できるとともに、当

該振込額に、上述の標準報酬月額（30 万円）に基づく健康保険料額、厚生年

金保険料額及び給与振込額から少なくとも給与から徴収されていたと推認で

きる源泉所得税額等を合計した額以上であったことが推認できる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、平成 14年４月から同年

７月までは 30 万円、同年８月は 24 万円、同年９月は 30 万円、同年 10 月及

び同年 11月は 28万円、同年 12月から 15年２月までは 30万円、同年３月は

24万円、同年４月から 16年７月までは 30万円、同年８月は 28万円、同年９

月から 17年 12月までは 30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は申立期間に係る標準報酬月額についての届出の記載に誤りが

あったことを認めていることから、社会保険事務所（当時）の記録どおりの

届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は、上記訂正後の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



近畿（兵庫）厚生年金 事案 14138 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、Ａ社における資格取得日に係る記録を平成

５年８月 24 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22 万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成５年８月 24日から６年１月１日まで 

夫は、平成４年 12月から 13年７月までの期間、継続してＢ社及びＡ社に

勤務したが、Ｂ社からＡ社に転籍となった際の申立期間に係る厚生年金保険

の被保険者記録が無いとされていることに納得できないので、調査してほし

い。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び元同僚の陳述から判断すると、申立人は、Ｂ

社及び関連会社であるＡ社に継続して勤務し（Ｂ社からＡ社に転籍）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

なお、異動日については、申立人のＢ社における厚生年金保険被保険者の

資格喪失日が平成５年８月 24日である上、申立人に係る申立期間当時の雇用

保険の被保険者記録がＡ社で確認できることから、同日とすることが妥当で

ある。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成６

年１月の社会保険事務所（当時）の記録から、22 万円とすることが妥当であ

る。 



一方、事業所番号等検索簿によると、Ａ社は、申立期間は適用事業所とし

ての記録が無い。しかし、同社は法人事業所であり、常時使用されていた従

業員が確認できることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要

件を満たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立期間に

おいて適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていな

かったと認められることから、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



近畿（福井）国民年金 事案 6535 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年 10 月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

  住 所 ：  

  

  

  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 10月から 60年３月まで 

被保険者記録照会回答票によると、私の国民年金の被保険者記録は、昭

和 59年 10月１日に資格を喪失し、60年４月 24日に再度、資格を取得した

とされている。  

しかし、私は会社を退職した昭和 58年９月１日に国民年金被保険者資格

の取得手続を行って以降、61 年４月１日に第３号被保険者への種別変更の

手続を行うまで、自ら国民年金被保険者資格の喪失及び取得の手続を行っ

た覚えは無く、継続して国民年金に加入し国民年金保険料を納付していた。 

申立期間について、国民年金の被保険者期間でなく、国民年金保険料の

納付済期間とされていないことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、国民年金被保険者資格の喪失及び取得の手続

を行った覚えは無いとしているが、Ａ県Ｂ市の国民年金被保険者名簿を見ると、

申立期間に係る資格喪失欄に「夫共済有」、また、同じく取得欄に「夫共済有

本人申出」、さらに、備考欄にも申立人の夫の職業を示す事跡が確認できると

ころ、これらの事跡内容は、申立人又はその夫が被保険者資格の喪失及び取得

に係る届出の手続を行わない限り、市役所が知り得ない情報である。 

また、前述の被保険者名簿の当該事跡について、Ｂ市は、「当市への転入手

続後の昭和 59年 10月に、申立人が被用者年金被保険者の配偶者であることを

確認の上、国民年金の資格喪失手続を行ったことを記したものと推測され、届

出無しに市が当該資格喪失の事務処理をすることは考えられない。」旨回答し

ている。 

さらに、前述の事情に加え、申立人のＢ市直後の住所地であるＣ県Ｄ市の申



立人に係る国民年金被保険者名簿及び申立人が所持する年金手帳にも、前述の

Ｂ市の申立人の被保険者名簿に記されている申立期間に係る喪失及び取得の

記録同様、申立人が昭和 59年 10月１日に被保険者資格を喪失し、その後、改

めて 60年４月 24日に任意加入した記録が確認できる上、申立人の夫は共済組

合の組合員であり、これらのことを踏まえると、申立期間は任意加入期間の未

加入期間であり、当該任意加入時点において、制度上、国民年金保険料を遡っ

て納付することができない期間である。 

加えて、申立人は、昭和 59年６月 27日及び同年 10月 19日に国民年金保険

料を納付していることがオンライン記録により確認できるものの、これらは同

年４月から同年６月までの期間及び同年７月から同年９月までの期間の保険

料であり、このほかに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（和歌山）国民年金 事案 6536 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年４月から 50年 12月までの期間及び 57年 10月から平成

８年５月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。  

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年４月から 50年 12月まで 

② 昭和 57年 10月から平成８年５月まで 

申立期間①について、昭和 47 年３月頃に会社を退職後、私がＡ県Ｂ市役

所で夫婦二人の国民年金の加入手続を行った。 

加入後、申立期間①の国民年金保険料については、私がＢ市役所又は銀行

の窓口で夫婦二人分を定期的若しくは一括で納付した。 

申立期間②について、時期は定かでないが、融資の相談をＣ業務会社及び

銀行の各担当者にしたところ、「Ｄ種融資を申し込むに当たっての要件は、

返済が終わるまで、国民年金保険料を継続して納付することである。」と言

われたことを覚えているので、申立期間②の保険料を間違いなく納付したは

ずである。 

また、申立期間②に係る夫婦二人分の国民年金保険料については、Ｄ種融

資金を返済していた銀行の私名義の預金口座からの口座振替又は私がＢ市

役所若しくは銀行の窓口を通じて定期的若しくは一括により納付した。 

それなのに、申立期間①及び②が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、国民年金手帳記号番号払出簿から、申立人の国民年金

手帳記号番号は昭和 51 年３月に夫婦連番で払い出されていることが確認でき

ることから、申立期間①に係る加入手続は、この手帳記号番号の払出しの頃に

行われたものと推認できるが、このことは申立人が 47 年３月頃に会社を退職

後、夫婦二人の国民年金の加入手続を行ったとする申立内容と符合しない。 

また、前述の国民年金の加入手続が行われた時点において、申立期間①のう



ち、過半の期間の国民年金保険料は、制度上、時効により納付することができ

ない上、納付できない期間の保険料を納付するには、申立人に別の国民年金手

帳記号番号の払出しが必要であるところ、オンライン記録により各種の氏名検

索を行ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を

確認したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情は見当たらない。 

申立期間②について、申立人は、Ｃ業務会社及び銀行にＤ種融資の相談をし

た際に、各担当者から、Ｄ種融資は借入金の返済終了まで国民年金保険料を継

続して納付することが貸付要件であると言われたのを覚えているので、保険料

の未納は無いと申し立てているところ、返済終了まで保険料を納付することは

Ｄ種融資の貸付要件ではない上、融資の事実のみで申立期間の保険料納付を裏

付ける事情にはなり得ない。 

また、申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料を、申立人名義の銀行

口座から口座振替により納付又は自身がＢ市役所若しくは銀行の窓口で納付

したと主張するものの、納付時期及び納付方法等についての記憶は明確でなく、

当時の具体的な状況が不明である上、申立人が陳述する複数の金融機関に申立

人の口座取引履歴及び納付記録を照会したが、既に保存期限が経過しているた

め、申立期間②に係る申立人の国民年金保険料の振替記録及び納付記録は確認

できない。 

さらに、申立期間①は３年９か月、申立期間②は 13年８か月と長期に及び、

いずれもこれほどの長期間にわたり、申立人の納付記録が連続して欠落するこ

とは考え難い上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（和歌山）国民年金 事案 6537 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年４月から 50年 12月までの期間及び 57年 10月から平成

８年５月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年４月から 50年 12月まで 

② 昭和 57年 10月から平成８年５月まで 

申立期間①について、昭和 47 年３月頃に夫が会社を退職後、夫がＡ県Ｂ

市役所で夫婦二人の国民年金の加入手続を行った。 

加入後は、申立期間①の国民年金保険料については、夫がＢ市役所又は銀

行の窓口で夫婦二人分を定期的若しくは一括で納付した。 

申立期間②について、時期は定かではないが、夫が融資の相談をＣ業務会

社及び銀行の各担当者にしたところ、「Ｄ種融資を申し込むに当たっての要

件は、返済が終わるまで、国民年金保険料を継続して納付することである。」

と言われたことを覚えているので、夫が申立期間②の保険料を間違いなく納

付したはずである。 

また、申立期間②に係る夫婦二人分の国民年金保険料については、Ｄ種融

資金を返済していた銀行の夫名義の預金口座からの口座振替又は夫がＢ市

役所若しくは銀行の窓口を通じて定期的若しくは一括により納付した。 

それなのに、申立期間①及び②が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、国民年金手帳記号番号払出簿から、申立人の国民年

金手帳記号番号は昭和 51 年３月に夫婦連番で払い出されていることが確認で

きることから、申立期間①に係る加入手続は、この手帳記号番号の払出しの頃

に行われたものと推認できるが、このことは申立人の夫が 47 年３月頃に会社

を退職後、夫婦二人の国民年金の加入手続を行ったとする申立内容と符合しな

い。 



また、前述の国民年金の加入手続が行われた時点において、申立期間①の

うち、過半の期間の国民年金保険料は、制度上、時効により納付することがで

きない上、納付できない期間の保険料を納付するには、申立人に別の国民年金

手帳記号番号の払出しが必要であるところ、オンライン記録により旧姓を含め

各種の氏名検索を行ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払

出簿の内容を確認したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

申立期間②について、申立人の夫は、Ｃ業務会社及び銀行にＤ種資金融資

の相談をした際に、各担当者から、Ｄ種融資は借入金の返済終了まで国民年金

保険料を継続して納付することが貸付要件であると言われたのを覚えている

ので、保険料の未納は無いと申し立てているところ、返済終了まで保険料を納

付することはＤ種融資の貸付要件ではない上、融資の事実のみで申立期間の保

険料納付を裏付ける事情にはなり得ない。 

また、申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料を、申立人の夫名義

の銀行口座から口座振替により納付又は申立人の夫がＢ市役所若しくは銀行

の窓口で納付したと主張するものの、申立人の保険料の納付を担っていたその

夫の納付時期及び納付方法等についての記憶は明確でなく、当時の具体的な状

況が不明である上、申立人の夫が陳述する複数の金融機関に申立人の夫の口座

取引履歴及び申立人の納付記録を照会したが、既に保存期限が経過しているた

め、申立期間②に係る申立人の国民年金保険料の振替記録及び納付記録は確認

できない。 

さらに、申立期間①は３年９か月、申立期間②は 13年８か月と長期に及び、

いずれもこれほどの長期間にわたり、申立人の納付記録が連続して欠落するこ

とは考え難い上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（京都）国民年金 事案 6538 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年３月 

私は、会社を退職後、Ａ県Ｂ市役所Ｃ課で国民年金の加入手続を行った。 

国民年金保険料の納付について、亡くなった母が納付してくれたので、

具体的な納付方法は分からないが、当時、母から私の年金及び税金は、完納

していると聞いている。 

また、昭和 54 年 11 月にＤ機関で勤務するようになってから、家族を含

め、国民年金保険料及び税金について、未納・滞納・催告が無いことをＢ市

役所で確認しており、申立期間の保険料が未納とされているのは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「会社を退職後に国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民

年金保険料は母が納付した。」と主張しているところ、申立人の国民年金手

帳記号番号は、前後の手帳記号番号の被保険者の記録から、Ｂ市において、

昭和 53年６月に払い出されたものと推認でき、この手帳記号番号の払出時期

からみて、当該期間の保険料を過年度納付することは可能である。 

しかしながら、申立人は、国民年金保険料の納付書の様式等、保険料納付

に関することは覚えていないとしており、申立期間の保険料を納付したとす

る申立人の母親は、既に死亡していることから、過年度保険料の納付に係る

具体的な状況を確認することはできない上、申立人は加入手続時にＢ市役所

の窓口で納付書をもらっていないとしているなど、当該期間の保険料を過年

度納付していた形跡は見当たらない。 

また、申立人に係るＢ市の国民年金被保険者名簿を見ると、申立期間の記

録は国民年金保険料の未納を表わす「ミ」となっており、オンライン記録と



一致している。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書控え等)は無く、申立人から当該期間の保険料の納付をめぐる

事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（奈良）国民年金 事案 6539 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56年４月から 63年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年４月から 63年３月まで 

昭和 54 年４月に結婚したときは、事業所の開設準備のため無職だったこ

とから、妻が厚生年金保険に加入していたこともあり、国民年金には任意加

入しなかったが、55 年９月に妻が会社を退職したことから、翌月に妻がＡ

県Ｂ市役所に出向き、夫婦の国民年金の加入手続を行った。 

加入当初は、自身の事業所を開設した直後であり、国民年金保険料を納付

できなかったが、経営状況が良くなった昭和 56 年４月からは、妻がＢ市役

所から送付のあった納付書に現金を添えて、毎月、夫婦二人分をＣ銀行Ｄ支

店（現在は、Ｅ銀行Ｆ支店）において納付したはずであるが、金額について

は覚えていない。 

また、申立期間の領収証書については、国民年金保険料を銀行窓口で納付

したときにもらったが、二度の転居で処分してしまい残っていない。 

平成９年２月頃にしばらく仕事ができなかったため、国民年金保険料を納

付することができず未納が続いたが、10 年５月頃、Ｇ県Ｈ市Ｉ職員のＪ氏

から、保険料の免除申請を勧められた。 

その際、当該Ｉ職員から夫婦共に過去の未納期間の指摘を受けたが、事実

と違う旨を伝えたところ、妻については、納付記録が見付かり記録が訂正さ

れたが、私の記録については見付からず未納のままであるとの回答があり、

「手書きで管理していた記録をコンピューター化した際に、入力間違いがあ

ったのかもしれない。」と言われたことを覚えている。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 55 年 10 月頃、妻がＢ市役所で夫婦の国民年金に係る加



入手続を一緒に行い、56 年４月の国民年金保険料から夫婦二人分を銀行で納

付した。」と申し立てている。 

しかしながら、申立人及びその妻に係るＢ市の国民年金被保険者名簿を見

ると、ⅰ）申立人は、昭和 63 年３月 30 日に国民年金の加入手続を行ってお

り、住所欄の最初には同日から居住していたと陳述する住所が記載されてい

ることが確認でき、申立人が所持する年金手帳の住所欄の最初の記載と一致

すること、ⅱ）申立人の妻は、56年８月 10日に同市において、国民年金の加

入手続を行っており、住所欄の最初に、結婚（婚姻日は昭和 54年４月＊日）

した 54年３月＊日から居住していたと陳述する住所、二番目に、申立人の住

所欄の最初の記載と同じ住所が記載されている上、当該住所変更日は、申立

人の国民年金の加入手続日（昭和 63 年３月 30 日）と同日であることが確認

でき、当該被保険者名簿の住所欄の記載は、申立人の妻が所持する年金手帳

の住所欄の記載と一致すること、ⅲ）申立人及びその妻が同日に国民年金の

加入手続を行った場合、国民年金手帳記号番号は、通常、連番による払出し

となるが、申立人及びその妻の手帳記号番号は、２万番近くも違うことなど

から判断すると、夫婦一緒に国民年金の加入手続を行ったとする申立内容と

は符合しない。 

また、上記の申立人の加入手続時点（昭和 63 年３月 30 日）では、申立期

間のうち、昭和 56年４月から 60年 12月までの国民年金保険料は時効により

納付することはできず、61 年１月から 62 年３月までの保険料は過年度納付、

同年４月から 63 年３月までの保険料は現年度納付することが可能であるが、

申立人から、申立期間の保険料を遡ってまとめて納付したとする陳述は無く、

上記被保険者名簿においても、申立人が申立期間の保険料を納付した記録は

見当たらない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行

ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を

行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

加えて、申立期間は７年に及んでおり、これほど長期間にわたって国民年

金保険料の収納及び記録管理における事務過誤が繰り返されたとも考え難く、

また、申立人から申立期間の保険料の納付をめぐる事情を酌み取ろうとした

が、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

なお、Ｈ市Ｉ職員の発言について、同市は、当該Ｉ職員は既に退職してい

るため、詳細は不明であるとしており、具体的な指導内容を確認することは

できなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（大阪）国民年金 事案 6540 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年５月から 48年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年５月から 48年３月まで 

私は、20 歳になってからもしばらく国民年金に加入していなかったが、

Ａ県Ｂ市の市報誌により、遡って国民年金保険料を納付できることを知った

ことから、昭和 48 年５月頃に妹と一緒に同市役所に出向き、国民年金の加

入手続を行い、20 歳からの未納保険料を納付したい旨を告げると、金額が

記載された用紙を交付してくれた。 

その翌日だったと思うが、申立期間の国民年金保険料を納付するために、

妹と一緒にＣ銀行Ｄ支店（当時）へ行き、Ｂ市役所で交付された用紙を提出

すると別の用紙で納付するように言われたことから、当該用紙で納付した。 

まとめて国民年金保険料を納付したのはこの１回だけであり、その際に受

け取った領収証書は紛失してしまったが、申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、国民年金保険料の納付の前提とな

る申立人の国民年金手帳記号番号は、Ｂ市において昭和 50年 11月 11日に払

い出されていることが確認でき、当該払出時期からみて、申立人は、当時行

われていた第２回特例納付により申立期間の保険料を全て納付することが可

能であるものの、申立人が申立期間の保険料を遡って納付したとする 48年５

月頃は、特例納付の実施時期ではないことから、申立期間のうち、大部分は

時効により保険料を納付することはできず、申立内容とは符合しない。 

また、申立人が所持しているＢ市役所で交付されたとする金額が記載され

た用紙は国民年金保険料の納付書（国庫金）であり、申立人は、Ｃ銀行Ｄ支

店において、当該納付書を持参した際に別の用紙で申立期間の保険料を納付



したと陳述しているが、同行は、「国庫金の納付書を持参した者に対し、別

の納付書を作成することはない。」旨回答しており、申立内容と符合しない

上、当該納付書を見ると、「附 18条」と印刷され、記載された保険料額及び

納期限（昭和 50年 12 月 31日）から、第２回特例納付（実施期間は、昭和 49

年１月から 50年 12月まで）のために作成された納付書と推認されるが、「納

付書・領収証書」、「領収控」及び「領収済通知書」は全て残存しており、

領収日付印の欄に領収印は確認できない。 

さらに、申立人に係るＢ市の国民年金被保険者名簿及び当時の国民年金被

保険者台帳である特殊台帳を見ても、申立人が申立期間の国民年金保険料を

納付した記録は見当たらない。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録に

より各種の氏名検索を行ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号

番号払出簿の縦覧調査を行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出され

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

このほか、オンライン記録によると、申立人と一緒に国民年金保険料を遡

って納付したとするその妹も、昭和 44 年５月から 48 年３月までの保険料は

未納とされている上、申立人から申立期間の保険料納付をめぐる事情を酌み

取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（兵庫）国民年金 事案 6541 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51年４月から 59年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：   

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から 59年３月まで 

私は、昭和 50 年８月頃、Ａ県Ｂ市の実家に国民年金の加入を勧める書類

が届いたが、すぐに加入手続をせず、母が 51 年３月頃に初めて加入手続を

行い、未納であった 50年８月から 51年３月までの国民年金保険料をまとめ

て納付してくれたと思う。 

申立期間のうち、私が結婚する直前の昭和 52 年１月頃までの国民年金保

険料は、母が、毎月集金に来ていた実家の地域のＣ組織員（氏名不明）に、

母の保険料と一緒に納付してくれていたはずである。 

申立期間のうち、昭和 52 年１月の結婚後の国民年金保険料については、

家計を任せていた妻が、毎月集金に来ていた地域のＣ組織員（Ｄ氏）に夫婦

二人分を一緒に納付していたが、その役員は既に死亡していることから、話

を聞くことができない。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私が結婚する直前の昭和 52年１月頃までの国民年金保険料は、

母が、毎月集金に来ていた実家の地域のＣ組織員に、母の保険料と一緒に納

付してくれていたはずであり、結婚後の保険料については、妻が、毎月、集

金に来ていた地域のＣ組織員（Ｄ氏）に夫婦二人分の保険料を納付していた。」

旨申し立てている。 

しかしながら、申立人の国民年金の加入手続は、国民年金手帳記号番号払

出簿及び申立人の国民年金手帳記号番号前後の被保険者の加入状況から、Ｂ

市において昭和 59年７月頃に行われたものと推認できる上、申立人が加入手

続を行ったと陳述する 51年３月当時における別の手帳記号番号の払出しにつ



いて、国民年金手帳記号番号払出簿の視認及びオンライン記録による各種の

氏名検索を行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情も見当たらないことから、申立人が陳述する国民年金の加入時

期についての申立内容とは符合しない。 

また、上記加入手続（昭和 59年７月）の時点では、申立期間のうち、一部

は時効により国民年金保険料を納付することができず、昭和 57年４月から 59

年３月までの保険料は過年度納付が可能であるが、当該期間の保険料納付を

担っていた申立人の妻は、地域のＣ組織員に毎月納付していたとしており、

過年度納付をうかがわせる陳述を得ることはできなかった。 

なお、申立人の申立期間直前の昭和 50 年８月から 51 年３月までの期間に

ついては、日本年金機構において、Ｂ市の国民年金被保険者名簿の納付記録

欄の記載に基づき平成 22 年７月 12 日付けで、納付済期間として記録が追加

されているところ、同名簿の納付記録欄を見ると、申立期間については未納

を示す空欄となっており、オンライン記録とも一致している。 

さらに、申立人の婚姻後の国民年金保険料の納付について、申立人及びそ

の妻に係るＢ市の国民年金被保険者名簿を見ると、申立人の妻には、「Ｅ会

扱」「Ｄ」と記載されており、Ｄ姓の集金担当者が妻の保険料を収納してい

たことが推認できる一方、申立人には、「Ｅ会扱」「Ｄ」の記載は見当たら

ず、加入手続の行われた昭和 59年７月から口座振替による保険料納付を開始

していることが確認できる上、昭和 57年度から平成元年度までのうち、申立

人及びその妻が所持する一部の期間の領収証書（夫婦合計で 21枚）を見ても、

申立人については、昭和 60年４月以降の口座振替による領収証書であること

から、平成元年度までの夫婦の保険料の納付方法は相違していたものと推認

できる。 

加えて、申立人及びその妻のオンライン記録によると、申立期間後の昭和

60 年４月から平成２年１月にかけて、夫婦の国民年金保険料の収納年月日が

相違していることが確認できる。 

これらのことから、申立期間のうち、婚姻後の国民年金保険料について、

申立人の妻が夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたとする事情は見当た

らない。 

また、申立期間は８年と長期間である上、申立人は直接申立期間の国民年

金保険料の納付に関与しておらず、その親族からも申立期間当時の保険料の

納付をめぐる新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（兵庫）国民年金 事案 6542 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和53年４月から同年８月までの期間及び同年12月の国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ：  昭和 30年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53年４月から同年８月まで 

           ② 昭和 53年 12月  
き ちょうめん

私の母は、大変 几 帳面 な性格であり、私が大学を卒業する前から、何

かに付け国民年金は大事だと話をしており、卒業した昭和 53 年４月頃にＡ

県Ｂ市Ｃ区役所へ行き、国民年金の加入手続を行ってくれた。 

私のＤ職の臨時採用の辞令が昭和 53 年９月１日に出ることが分かってい

たため、申立期間①の国民年金保険料は、母が同年８月までにＥ金融機関（現

在は、Ｆ金融機関）又はＧ銀行（現在は、Ｈ銀行）Ｉ支店でまとめて納付し

てくれていた。 

私は、申立期間②当時はＤ職として期限付きで勤務していたため、母は、

こまめに勤務期間をメモし、Ｄ職として勤務していない期間には、私が家計

に入れていたお金から国民年金保険料を近隣の金融機関等で納付してくれ

ており、申立期間②の保険料も、当時勤務していた会社を昭和 53年 12月に

退職してから、次の会社で勤務するようになるまでの間に母が納付してくれ

た。 

途中の期間の国民年金保険料を納付していないならまだしも、国民年金に

初めて加入したときである申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「母は、昭和 53年４月頃に私の国民年金の加入手続を行い、申立

期間①及び②の国民年金保険料を納付してくれていた。」と主張している。 

しかし、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料の納付の前

提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 56 年３月にＢ市Ｃ区におい



て払い出されている上、オンライン記録によると、申立人に係る国民年金の加

入手続は、申立人の手帳記号番号前後の任意加入被保険者の資格取得日から、

同年２月に行われたものと推認され、加入時期が 53 年４月頃とする申立内容

とは符合せず、56 年２月の加入手続時点では、申立期間①及び②の国民年金

保険料は時効により納付することはできない。 

なお、申立人が所持する昭和 54年１月から同年４月までの期間及び 55年３

月の国民年金保険料を納付したことを示す領収証書を見ると、いずれも 56 年

２月 25 日に過年度保険料として納付されていることが確認でき、上記加入手

続の状況とも符合することから、申立人の母親は、申立人に係る国民年金の加

入手続を行った時点において、納付が可能な期間の保険料を遡って納付したも

のと考えられる。 

また、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付するためには、上記

とは別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、オンライン記録

により各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人から申立期間の

保険料の納付をめぐる事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだ

すことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（大阪）国民年金 事案 6543 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年１月から 52年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年１月から 52年８月まで 
い と こ

私は、昭和 43 年１月頃、Ａ県Ｂ市Ｃ区にあった 従姉 の事業所に姉と共

に住み込みで勤務していたので、同区役所に出向き、国民年金の加入手続を

行った。 

その後の国民年金保険料は、毎月、私がＣ区役所で納付し、Ｄ県Ｅ市に転

居後は同市役所で納付していたが、金額については覚えていない。 

申立期間当時、実家に帰省したとき、母から「年金は必ず納付するように。」

と言われたので、国民年金保険料を納付していることを母に話した記憶があ

る上、姉は、私がＣ区役所に出向いて国民年金保険料を納付していたことを

覚えている。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43年１月頃、Ｂ市Ｃ区役所に出向いて国民年金の加入手続

を行ったとしているところ、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人

の国民年金手帳記号番号は、同市から転居後のＥ市において、52 年９月９日

に払い出されている上、オンライン記録によると、申立人は、同年９月３日

に国民年金の任意加入被保険者資格を取得していることが確認できることか

ら、申立人が主張する加入場所及び時期と一致しない。 

また、申立人が所持する年金手帳及びＥ市から転居後のＦ県Ｇ市の申立人

に係る国民年金被保険者名簿においても、前述の任意加入被保険者の資格取

得日が確認でき、申立期間は国民年金に未加入の期間となることから、制度

上、国民年金保険料を納付することはできない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金



手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行

ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を

行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

加えて、申立期間は９年８か月に及んでおり、これほど長期間にわたって

国民年金保険料の収納及び記録管理における事務過誤が繰り返されたとも考

え難く、申立人から申立期間の保険料の納付をめぐる事情を酌み取ろうとし

たが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 

 

 

 



近畿（大阪）厚生年金  事案 14139（大阪厚生年金事案 12303の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53年６月１日から 58年８月 30日まで 

② 昭和 62年９月１日から平成３年７月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

申立期間①及び②の標準報酬月額が実際の給与額より低い額で記録されて

いたので、年金記録確認大阪地方第三者委員会（当時）に記録の訂正を申し

立てたが、認められない旨の通知を受けた。 

今回、新たな提出資料は無いものの、標準報酬月額を超える給与を受け取

っていたことは間違いなく、前回の結果は納得できないので再度申立てをす

る。事業所の担当者に改めて聴取を行う等の再調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の申立てについては、ⅰ）Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿及びオンライン記録によると、申立期間①及び②当時、申立人と同職種

であったとされる複数の同僚の標準報酬月額は、申立人と同額又はほぼ同額で

あることが確認でき、申立人の標準報酬月額が特に低額であるという事情は見

当たらないこと、ⅱ）同社は、「申立期間当時の賃金台帳は残存していないが、

厚生年金保険料については、社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額

に基づく保険料を控除していた。」旨回答していること、ⅲ）申立人が自身と

同程度の売上げを上げていたとして名前を挙げた同僚は、「標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料が控除されていたと記憶しているため、標準報酬月額の記

録については納得している。」旨陳述していること、ⅳ）年金事務所の記録に

おいて、遡及訂正等の不自然な事務処理の事跡は見当たらないこと等を理由と

して、既に年金記録確認大阪地方第三者委員会の決定に基づき、平成 23 年９



月 16日付け、年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間①及び②の標準報酬月額よりも高額の給与を事業

主から支給されていたので、実際の当該給与額に見合った額に訂正してほしい

と改めて主張している。 

しかし、年金記録確認第三者委員会は、厚生年金保険の保険給付及び保険料

の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が

認められるか否かについて審議の対象としているところであるが、特例法に基

づき、記録訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が、厚生年金保険料を源

泉控除していたものと認められる場合であり、申立期間①及び②においては、

申立人が主張する報酬額に見合った厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実は確認できない。 

さらに、申立期間①及び②における当時の元同僚 20 人に改めて照会を行っ

たが、申立人に係る給与支給額及び厚生年金保険料控除額について確認できる

陳述又は資料を得ることはできなかった。 

このほか、申立人から、その主張する報酬額に見合った厚生年金保険料が控

除されていたとする新たな資料の提出は無く、前回の年金記録確認大阪地方第

三者委員会の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立期間

①及び②について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（奈良）厚生年金 事案 14140 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年９月１日から同年 12月１日まで 

私は、Ａ社所有のＢ事業所で昭和 61年９月１日から勤務したのに、申立

期間の厚生年金保険の被保険者記録が無く、納得できない。 

給与から厚生年金保険料が控除されていたというはっきりとした記憶は

無いが、申立期間も勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元従業員の陳述により、期間は特定できないものの、申立人がＡ社のＢ事

業所に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社において、申立期間に厚生年金保険の被保険者記録がある元

従業員の一人は、「当時は試用期間のようなものがあり、３か月後ぐらいに正

社員となってから、社会保険に加入するのが一般的だった。」旨陳述している

上、複数の元従業員は、「Ａ社では、入社後一定期間は厚生年金保険に加入さ

せない取扱いがあった。その間の給与から厚生年金保険料が控除されること

はなかった。」旨陳述していることを踏まえると、同社では、必ずしも全ての

従業員を入社後すぐに厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことが

うかがえる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び雇用保険の加入

記録によると、申立人の厚生年金保険と雇用保険の被保険者の資格取得日は、

それぞれ昭和 61 年 12 月１日と記録されているところ、同社において、申立

人と同日に厚生年金保険被保険者の資格を取得している前述の元従業員を含

む５人に係る雇用保険被保険者の資格取得日を見ると、双方の日付は、いず

れも申立人と同日であることが確認できる。 



さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、申

立人がＢ事業所の同僚として名前を挙げた者及び同社の事業主に照会を行っ

たものの回答が得られず、これらの者から、申立人の申立期間に係る厚生年

金保険料の控除の状況等について聴取することができなかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関

連資料は無く、保険料控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（京都）厚生年金 事案 14141 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年２月から 23年３月まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、申立期間の被

保険者記録が無いとの回答を受けた。申立期間は、Ａ社において、正社員

として勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元同僚の陳述から、時期は特定できないものの、申立人がＡ社に勤務して

いたことが推認できる。  

しかし、Ａ社は、昭和 26 年１月 10 日に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっており、当時の事業主及び事務担当者も既に死亡していることから、

申立人の同社における厚生年金保険料の控除の状況等について確認すること

ができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

に被保険者記録がある複数の元従業員が「Ａ社に勤務した期間と同社におけ

る厚生年金保険被保険者期間は一致せず、被保険者期間に空白期間がある。」

旨陳述しているところ、同人らが陳述する同社の従業員数と同被保険者名簿
か い り

で確認できる被保険者数に相当数の 乖離 があることから、申立期間当時、同

社は、必ずしも全ての従業員を漏れなく厚生年金保険に加入させていたわけ

ではなかったことがうかがえる。 

さらに、前述の被保険者名簿において、申立期間における健康保険整理番

号に欠番は無く、同名簿に不自然な点も見当たらない。  

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関

連資料は無く、保険料控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（福井）厚生年金 事案 14142 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 
第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年４月１日から 35年４月１日まで 

  Ａ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者期間について、年金事務所から

脱退手当金支給済みの期間であるとの回答を受けたが、自身で脱退手当金を

請求した記憶は無く、脱退手当金について会社から説明を受けた記憶も無い。 

  退職後は一度も会社に行っておらず、脱退手当金を受領していないので、

申立期間が脱退手当金支給済みとされていることに納得できない。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ工場の事業を継承したＣ社（現在は、Ｄ社）が、申立期間当時、同工

場では退職する者に対して、脱退手当金に関する説明及び代理による請求手続

を行っていた旨回答をしていること、並びに同工場で社会保険事務の担当部課

に勤務していたとする同僚が、「会社は退職者に対して脱退手当金の説明を行

っていた。会社は脱退することを皆に勧めていたと思うし、当時は多くの方が

退職する際に、厚生年金保険を脱退していたと思う。」と陳述していることか

ら判断すると、申立人についても、事業主による脱退手当金の代理請求がなさ

れた可能性がうかがわれる。 

また、申立人の申立期間に係る脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、

Ａ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者の資格喪失日から約４か月後の昭

和 35 年８月２日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはう

かがえない。 

加えて、上記の支給決定当時は通算年金制度創設前であり、老齢年金の受給

権を得るためには厚生年金保険の被保険者期間が 20 年以上必要であったが、

申立人にはＡ社Ｂ工場で被保険者資格を喪失して以降、公的年金の加入歴が無

いことから、申立人がその当時において脱退手当金を受給することに不自然さ

はうかがえず、ほかに申立人が申立期間に係る脱退手当金を受給していないこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



近畿（大阪）厚生年金 事案 14143 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年６月１日から 12年６月１日まで 

私は、年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に

勤務した申立期間の厚生年金保険被保険者の加入記録が無いことが分かっ

た。申立期間において、給与から厚生年金保険料が控除されていたので、

申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社で勤務し、給与から厚生年金保険料が控除されていたと申

し立てている。 

しかし、オンライン記録及び事業所名簿において、Ａ社が厚生年金保険の

適用事業所であった記録は見当たらない。 

また、Ａ社に係る商業登記簿謄本の記録から確認できる同社の所在地及び

代表取締役に照会したが、いずれも「あて所に尋ねあたりません」として返送

され、回答を得ることができない上、取締役の所在も確認することができない

ことから、同社の厚生年金保険への加入状況並びに申立人の申立期間における

勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

さらに、申立人は、同僚等５人を記憶しているところ、このうち３人は、

名字しか記憶していないことから所在を確認することができない上、残りの２

人については、名字と合わせて住所を記憶しているが、そのうち１人は、申立

人が記憶している住所には居住しておらず、ほかの１人についても、照会した

が回答を得ることができないことから、当該同僚等から申立人の申立期間にお

ける勤務実態及び保険料控除について陳述を得ることができない。 

加えて、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関

連資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



近畿（兵庫）厚生年金 事案 14144 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年６月 

② 平成 16年６月 

③ 平成 16年 12月 

Ａ社Ｂ事業所（以下「Ｂ事業所」という。）に勤務していた期間のうち、

申立期間①、②及び③に支払われた賞与の記録が無いことが分かった。賞与

明細書は残っていないが、当該期間の賞与の記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ｂ事業所から申立期間①、②及び③に支払われた賞与に係る厚

生年金保険の記録が無いので、当該期間の標準賞与額の記録を認めてほしい。」

と主張している。 

しかし、Ｂ事業所は、「賃金台帳等の資料が残っていないため、申立期間①、

②及び③において、申立人に支払った賞与額及び厚生年金保険料控除額につい

ては不明である。」と回答している。 

また、申立期間①に係る資料として申立人から提出された市民税・県民税納

税通知書兼税額変更通知書を検証したところ、同通知書に記載された平成 15

年の社会保険料控除額は、オンライン記録に見合う社会保険料控除額の合計額

より低額であることから、同通知書により、申立期間①に係る厚生年金保険料

控除について確認することができない。 

さらに、申立期間②及び③の申立人に係る課税状況について、Ｃ市Ｄ事務セ

ンターに照会したが、同センターは、「保存期限が満了しているため、申立人

の申立期間②及び③の課税資料は保存していない。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③に係る賞与支給額及び厚生年金保

険料控除額を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14145 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年 10月頃から 35年５月１日まで 

           ② 昭和 35年７月 10日から同年９月頃まで 

私は、昭和 34 年 10 月頃にＡ社Ｂ事業所に臨時社員として入社した。当

時、臨時社員の契約期間は２か月であったが、当該契約の更新を繰り返し、

35 年９月頃まで勤務していた。しかし、年金記録は同年５月１日から同年

７月 10日までしかないので、調査の上、記録の訂正をお願いしたい。 

  

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人を記憶する複数の元同僚の陳述から判断する

と、申立人は、期間は特定できないものの、Ａ社Ｂ事業所に臨時社員として

勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、「臨時社員については、当社が保管する昭和 35 年の社

内文書には、同年５月１日から厚生年金保険に加入させる旨記載が有ること

から、同日より前は厚生年金保険に加入させておらず、給与から厚生年金保

険料を控除していなかったものと思われる。」と回答している。 

また、Ａ社から提出された申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者

資格取得確認及び標準報酬決定通知書によると、同社は、申立人の被保険者

の資格取得日を昭和 35 年５月１日として届け出ている上、同通知書には、

Ｃ社会保険出張所（当時）の同年５月 16日付けの受付印が確認できる。 

さらに、申立人と同様に「昭和 34 年 10 月頃にＡ社Ｂ事業所に臨時社員

として入社した。」と陳述している複数の元同僚のＡ社Ｂ事業所における資

格取得日は、いずれも昭和 35年５月１日となっている上、そのうち一人は、

「申立期間①当時、Ａ社Ｂ事業所では、臨時社員は厚生年金保険に加入しな

い取扱いであった。」旨陳述している。 



 

２ 申立期間②について、Ａ社は、「申立人の人事記録等の資料を保管してい

ないため、申立人の申立期間②における勤務実態及び厚生年金保険料控除の

有無について確認できない。」と回答している。 

また、Ａ社から提出された申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者

資格喪失確認通知書によると、同社は、申立人の被保険者の資格喪失日を昭

和 35年７月 10日として届け出ている上、同通知書には、Ｃ社会保険出張所

の同年８月１日付けの受付印が確認できる。 

さらに、複数の元同僚に照会したものの、申立人の申立期間②に係る勤

務実態及び厚生年金保険料控除について、具体的な陳述は得られなかった。 

 

３ このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料控除を確認で

きる関連資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（兵庫）厚生年金 事案 14146 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年３月 31日から同年４月１日まで 

Ａ事業所には昭和 54 年３月 31 日まで勤務していたのに、厚生年金保険

被保険者の資格喪失日は同年３月 31日になっている。 

調査の上、申立期間も厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された退職金辞令、同僚から提出されたＡ事業所旧職員名簿

及び複数の同僚の陳述から、申立人は申立期間に同事業所に勤務していたこと

は推認できる。 

しかし、Ａ事業所は、「申立期間当時の関連資料が残っていないため、申立

人の申立期間に係る保険料控除の状況については不明である。」と回答してい

る上、申立期間当時の経理事務担当者も既に死亡しており、申立人の申立期間

における保険料控除について確認することができない。 

また、複数の同僚に照会したが、申立人の申立期間における厚生年金保険料

の控除について陳述を得ることができない。 

さらに、申立人のＡ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に記載

された資格喪失日は、オンライン記録と一致しており、訂正等の不自然な点も

見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除を確認できる関連資

料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14147 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年 12月 16日 

          ② 平成 17年７月 20日 

          ③ 平成 17年 12月 15日 

          ④ 平成 19年 12月 17日 

          ⑤ 平成 20年７月 16日 

Ａ社に勤務中の申立期間に賞与が支給されたが、標準賞与額の記録が無

い。申立期間の標準賞与額の記録を認めてほしい。 

   

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の賞与について、「手渡しで支給されていた。」として

いるところ、複数の同僚は、「当時、賞与の支払方法には銀行振込みと手渡し

の２種類があったが、手渡しで支給された賞与は万単位の端数の無い額であ

ったので、賞与から厚生年金保険料は控除されていないと思う。」と陳述して

いる。 

また、Ａ社は平成 21年７月７日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ており、申立期間当時の事業主に照会したが回答を得られないことから、申

立人が手渡しで支給されたとする賞与からの保険料控除の状況等について確

認することができない。 

さらに、申立人に係るオンライン記録の標準報酬月額等を基に算出した平

成 16年、17年、19年及び 20年の社会保険料控除額は、申立人から提出され

た当該期間の確定申告書（控え）又は源泉徴収票に記載された社会保険料控

除額を超えていることから、申立期間に係る賞与の厚生年金保険料の控除を

確認できない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準賞与額に基づく厚生

年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人がその主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（兵庫）厚生年金 事案 14148 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 大正 13年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 21年４月１日から 25年４月１日まで 

私の夫は、昭和 19年にＡ社に入社し、召集令状により入隊したが、復員

後の21年の終わり頃又は22年の初め頃に同社に復職し、Ｂ県Ｃ村（現在は、

Ｄ市）にあった事業所勤務となった。24 年頃には同社のＥ本店に転勤とな

り、その後も同社で勤務していた。 

ところが、夫の厚生年金保険の加入記録を見ると、申立期間前後の期間

はＡ社で記録が有るにもかかわらず、申立期間の記録が無いので、申立期間

を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

「Ａ社史」(昭和 25 年発行)の記載内容及びＡ社から提出された申立人に係

る人事記録から、申立人は、申立期間のうち、昭和 21年 11月１日から 25年

３月 31日までの期間、同社のＦ事業所で勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ａ社Ｆ事業所が行っていたＧ事業は、申立期間当時、厚生年

金保険の強制適用業種に該当しない上、日本年金機構Ｈ事務センターから提出

されたＩ地域の事業所整理記号番号払出簿（昭和 27 年頃まで使用されていた

名簿）においても、同社のＦ事業所及び類似の名称の事業所は記載されていな

いことから、同社同事業所は、申立期間当時、厚生年金保険の適用事業所であ

ったことを確認することができない。 

また、Ａ社は、「申立期間当時の資料が無いことから、申立人の申立期間に

係る厚生年金保険料の控除の状況については、不明である。」と回答している。 

さらに、前述の「Ａ社史」において、Ａ社Ｆ事業所の従業員として写真によ



り紹介されている同僚７人（申立人を除く。）については、死亡又は連絡先が

不明であり、陳述を得ることができない上、同社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿を見ると、当該７人のうち、被保険者記録が確認できるのは背広

姿の同僚１人のみであり、ほかの６人については、申立期間に係る被保険者記

録が確認できない。 

加えて、前述の申立人に係る人事記録を見ると、申立人は、Ａ社に昭和 21

年 11 月１日に復職していることが確認できるところ、申立人の妻は、「夫は、

昭和 20年の終わり頃に復員したが、Ａ社に復職したのは 21年の終わり頃又は

22年の初め頃であった。」と陳述しており、当該人事記録と符合していること

から、申立人は、申立期間のうち、同日までは同社に勤務していなかったこと

がうかがえる。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14149 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和９年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成元年３月１日から同年７月１日まで 

          ② 平成元年７月１日から４年 10月 16日まで 

Ａ社及びＢ社において勤務した期間の標準報酬月額が、実際の給与支給

額より低く記録されている。 

Ａ社及びＢ社は実質的に同一会社であったが、当時、65万円ないし 70万

円程度の給与が支給されており、厚生年金保険料も給与支給額に見合う金

額が控除されていた。 

給与支給額が確認できる給与振込先預金口座の預金通帳を提出するので、

正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与振込先預金口座に係る預金通帳及び雇用保険の

離職時賃金日額により、申立期間①及び②における給与支給額は、オンライン

記録の標準報酬月額を大部分の期間において上回っていたことが認められる。 

しかし、Ａ社及びＢ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

上、役員のうち唯一連絡先の判明した代表取締役に照会したものの回答を得ら

れないことから、申立人の申立期間①及び②に係る保険料控除の状況等を確認

することができない。 

また、申立期間①及び②並びにその前後おおむね２年以内にＡ社及びＢ社に

おいて被保険者記録の有る同僚 115 人のうち、連絡先の判明した 81 人に対し

て照会し、36 人から回答を得たものの、申立人の申立期間①及び②における

給与からオンライン記録の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を上回る保

険料が控除されていたことをうかがわせる陳述及び関連資料は得られなかっ

た。 



さらに、申立人から平成３年８月分及び同年 12 月分の給与明細書として提

出された資料（以下「給与明細書」という。）によると、厚生年金保険料等の

控除項目の記載は確認できないが、当該給与明細書における給与支給総額と前

述の預金通帳により確認できる給与振込額（手取額）の差額は、両月とも、オ

ンライン記録の標準報酬月額（22 万円）に見合う厚生年金保険料と健康保険

料及び給与支給額に見合う雇用保険料と源泉所得税の合計額とおおむね一致

していることから、申立人に係る当該月の給与から、オンライン記録の標準報

酬月額以上の厚生年金保険料が控除されていたことはうかがえない。 

加えて、Ａ社及びＢ社において、申立人と同職種かつ同職位であった者の標

準報酬月額を見ると、ほとんどの期間は申立人よりも低額となっている上、オ

ンライン記録においても、申立人の標準報酬月額が遡及訂正されるなどの不自

然な点は見られない。 

このほか、申立期間①及び②について、申立人の主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（兵庫）厚生年金 事案 14150（兵庫厚生年金事案 2476及び 3765の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 59年９月１日から 62年１月１日まで 

私は、昭和 59 年７月３日からＡ社においてＢ職として働いていたのに、

厚生年金保険の被保険者記録では62年11月２日に資格を取得したこととな

っており、勤務開始当初の被保険者記録が欠落していると申し立てたが、当

該期間の被保険者記録を認めることができないとして、年金記録確認兵庫地

方第三者委員会（当時）（以下「兵庫委員会」という。）から、再度の通知が

あったが納得できない。 

今回、申立期間の給料袋及び出勤表兼給料支払明細書を新たな資料として

提出するので、調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ａ社は、「昭和 39 年４月に厚生

年金保険の適用事業所になった時からの被保険者資格取得確認通知書を全

て保管しているが、申立人については、62年 11月２日に新規に被保険者資

格を取得している。」と回答していること、ⅱ）同事業所に係る雇用保険の

被保険者記録によると、申立人の被保険者記録の始期は、昭和 62年 11月２

日であり、オンライン記録と一致することなどから、既に兵庫委員会での決

定に基づき年金記録の訂正のあっせんは行わないとの判断を行った旨、平成

22年 12月 20日付けで、通知が行われている。 

 

  ２ その後、申立人は、新たな資料等は無いものの、間違いなく昭和 59 年７

月３日からＡ社で勤務していたので、前述の通知は納得できないと主張して、

再度申立てを行ったが、申立人の当該主張は、当初の決定を変更すべき新た

な事情とは認められないことから、既に兵庫委員会での決定に基づき年金記



録の訂正のあっせんは行わないとの判断を行った旨、平成 23年７月 11日付

けで、通知が行われている。 

 

  ３ 今回の再々申立てにあたり、申立人は、「新たな資料として、申立期間の

一部に係る給料袋（昭和 60 年３月分及び同年 10 月分を除く、59 年９月分

から 61年３月分まで）と出勤表兼給料支払明細書（昭和 59年 10 月分、60

年１月分、同年２月分、同年７月分、同年８月分及び 61年 12月分）を提出

するので調査してほしい。」と主張しているところ、当該資料及び複数の元

同僚の陳述から、申立人は、申立期間にＡ社においてＢ職として勤務してい

たことが推認できる。 

しかしながら、申立人から新たな資料として提出された給料袋の支給額及

び厚生年金保険料欄は全て空白である上、出勤表兼給料支払明細書の厚生年

金保険料欄は全て「０」又は空白となっており、当該資料からは、保険料が

控除されていた形跡は見当たらない。 

また、Ａ社は、再度の照会に対し、「当時、短期で退職する者が多く、保

険料負担がかさむことから、勤務開始と同時には厚生年金保険に加入させて

いなかった。加入を希望した場合は、勤務の状況を見て加入させるか選別し

ていた。加入させるまでの保険料は控除していない。」と回答している。 

さらに、Ａ社において、申立人と同時期に厚生年金保険被保険者資格を取

得している元同僚 16人のうち、所在が判明した 13人及び申立人から提出さ

れた給料袋に名字の記載がある元同僚１人に照会したところ、７人から回答

があり、複数の者は、「私の勤務開始時期と厚生年金保険の加入時期は一致

していない。」と陳述し、うち１人は、「厚生年金保険に加入していない期

間については、保険料は控除されていなかった。」と陳述している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、今回、申立人から提出された新たな資料は、兵庫委員会の当初の決定

を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに同委員会の当初の決定

を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被

保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 




